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 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社の取締役会は、迅速な意思決定を図るために、取締役の員数を 小限

に抑え現在６名で構成し、毎月１回開催しており、重要な事項の決定等を行

っております。なお、特に重要な案件については、社長、常務等を構成員と

する経営会議を機動的に開催し、十分な議論を重ねた上で意思決定を行って

おります。 

 

 (5) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

当社グループの事業特性や企業規模等を踏まえ、業務執行とその監督は完

全に分離せず、現場に精通し業務執行するもので取締役会を構成しておりま

す。また、子会社においては当社取締役の一部が子会社の取締役を兼務して

おり、営業会議等重要な会議に出席することで定期的に経営状況の把握に努

めるとともに、「関係会社規程」において当社への報告事項や承認事項を明

確にしております。なお、当社の常勤監査役は子会社への往査を行うことで

グループ経営の視点から経営及び監督の強化に取り組んでおります。 

 

 (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くと定めた場合

における当該使用人に関する体制並びにその補助使用人の取締役からの独

立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

内部監査実施部門である社内監査室に属する従業員等が監査役の補助を行

っており、もっぱら監査役の指揮命令に従っております。なお、社内監査室

の人事異動については監査役会の同意を得るものとしております。 

 

 (7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告

に関する体制 

当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれや

その事実の発生、また法令及び定款に違反するおそれや違反した行為等を知

った場合は、速やかに書面もしくは口頭で又は当社及び子会社の取締役経由

で監査役へ報告することとしております。また、常勤監査役は取締役会のほ

か、部次長会や営業所長会議等の重要会議に積極的に参加するとともに稟議

書等業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に

随時説明を求めるものとしております。 

 

 

 

 


